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重
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す
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指
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納
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託
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指
定
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京
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功
労
者
表
彰
…
…
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政
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企
画
局
総
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部
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課
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東
京
都
名
誉
都
民
に
選
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し
た
者
の
事
績
…
…
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…
…
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…
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…（
生
活
文
化
局
文
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振
興
部
企
画
調
整
課
）…
六

規

則

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年

東
京
都
規
則
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
三
百
六
十
万
四
千
円
」
を
「
三
百
六
十
六
万
一
千

円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条

例
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
一
月
以
後
の
月
分

の
重
度
心
身
障
害
者
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
十
月

以
前
の
月
分
の
重
度
心
身
障
害
者
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
十

四
号
本
町
田
金
森
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

町
田
市
南
大
谷
一
丁
目
、
南
大
谷
二
丁

目
、
南
大
谷
四
丁
目
、
南
大
谷
六
丁
目

及
び
高
ヶ
坂
四
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

町
田
市
南
大
谷
一
丁
目
及
び
南
大
谷
六

丁
目
各
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
南
池
袋
二
丁
目
Ｃ
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

南
池
袋
二
丁
目
Ｃ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
八
番
三
号

令
和
二
年
三
月
十
三
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
月
一
日

告

示
（
教
）
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◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

三
菱
総
研
Ｄ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
三
田
三
丁
目
五
番
十
九
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京

都
条
例
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に

規
定
す
る
入
学
考
査
料
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
出
願
サ

イ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の

三

指
定
日

令
和
七
年
十
月
一
日

公

告

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
十
月
一
日
に
表
彰
さ
れ

る
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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東
京
都
名
誉
都
民
に
選
定
し
た
者
の
事
績
に
つ
い
て

東
京
都
名
誉
都
民
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
十
月
一
日
に
新
た
に
東

京
都
名
誉
都
民
に
選
定
し
た
者
の
事
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

東
京
都
世
田
谷
区く

さ

ぶ
え

み
つ

こ

草

笛

光

子

く
り
た

み
つ
こ

（
本
名

栗
田

光
子
）

昭
和
八
年
十
月
二
十
二
日
、
神
奈
川
県
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
二
十
五
年
、
松
竹
歌
劇
団
に
入
団
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
、
「
純
潔
革
命
」
で
初
め
て
の
映
画
出
演
を
果
た

す
。昭

和
三
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
五
年
ま
で
、
音
楽
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

番
組
「
光
子
の
窓
」
で
司
会
を
務
め
る
。

昭
和
三
十
四
年
、
舞
台
「
火
刑
台
上
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
に

出
演
す
る
。

昭
和
四
十
四
年
、
舞
台
「
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
」
日
本
初
演
に
出

演
す
る
。

昭
和
四
十
八
年
、
舞
台
「
王
様
と
私
」
に
出
演
す
る
。

こ
ん

昭
和
五
十
一
年
、
横
溝
正
史
の
小
説
を
原
作
と
し
た
市
川
崑
監
督

の
映
画
「
犬
神
家
の
一
族
」
に
出
演
す
る
。

昭
和
五
十
六
年
、
舞
台
「
光
の
彼
方
に

Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｙ

Ｏ
Ｎ
Ｅ
」

で
第
三
十
六
回
文
化
庁
芸
術
祭
賞
優
秀
賞
を
受
賞
す
る
。

昭
和
五
十
八
年
、
舞
台
「
シ
カ
ゴ
」
日
本
初
演
の
ロ
キ
シ
ー
役
で

第
三
十
八
回
文
化
庁
芸
術
祭
賞
優
秀
賞
を
受
賞
す
る
。

平
成
四
年
、
舞
台
「
私
は
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
」
で

第
四
十
七
回
文
化
庁
芸
術
祭
賞
を
受
賞
す
る
。

じ
ゆ

平
成
十
一
年
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
す
る
。

じ
ゆ

平
成
十
七
年
、
旭
日
小
綬
章
を
受
章
す
る
。

平
成
二
十
五
年
、
舞
台
「
ロ
ス
ト
・
イ
ン
・
ヨ
ン
カ
ー
ズ
」
の
ミ

く
に

セ
ス
・
カ
ー
ニ
ッ
ツ
役
で
第
四
十
八
回
紀
伊
國
屋
演
劇
賞
個
人
賞
を

受
賞
す
る
。

平
成
二
十
八
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
で
主
人
公
真

田
信
繁
の
祖
母
役
を
務
め
る
。

平
成
三
十
年
、
舞
台
「
新
・
六
週
間
の
ダ
ン
ス
レ
ッ
ス
ン
」
で
第

二
十
六
回
読
売
演
劇
大
賞
優
秀
女
優
賞
を
受
賞
し
、
通
算
上
演
回
数

が
二
百
回
に
達
し
た
。

令
和
三
年
、
映
画
「
老
後
の
資
金
が
あ
り
ま
せ
ん
！
」
に
出
演
し
、

第
四
十
五
回
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
優
秀
助
演
女
優
賞
及
び
会
長
功
労

賞
を
受
賞
す
る
。

令
和
四
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
通
算
十
一
作
品
目
と
な
る
「
鎌

倉
殿
の
十
三
人
」
に
出
演
す
る
。

令
和
五
年
、
著
書
「
草
笛
光
子
九
十
歳
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
」
を
発

売
す
る
。

令
和
六
年
、
映
画
「
九
十
歳
。
何
が
め
で
た
い
」
に
て
初
の
単
独

主
演
を
務
め
、
第
四
十
八
回
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
優
秀
主
演
女
優
賞

を
受
賞
す
る
。

同
年
、
文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
。

氏
は
、
長
き
に
わ
た
り
舞
台
・
映
画
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
多
方
面

で
活
躍
し
、
そ
の
数
々
の
作
品
と
感
情
豊
か
な
演
技
は
、
多
く
の
人

々
を
魅
了
し
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
界
の
草
分
け
的
存
在
と
し
て
そ
の

発
展
に
貢
献
し
た
功
績
は
多
大
で
あ
り
、
今
な
お
第
一
線
で
活
躍
を

続
け
る
そ
の
姿
は
、
人
々
に
希
望
や
活
力
を
与
え
、
広
く
都
民
が
敬

愛
し
、
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
京
都
渋
谷
区

と

だ

な

つ

こ

戸

田

奈
津
子

昭
和
十
一
年
七
月
三
日
、
福
岡
県
に
生
ま
れ
、
一
歳
で
東
京
府

（
現
東
京
都
）
に
移
り
住
む
。

昭
和
三
十
三
年
、
津
田
塾
大
学
学
芸
学
部
英
文
学
科
（
現
英
語
英

文
学
科
）
を
卒
業
し
、
第
一
生
命
保
険
相
互
会
社
（
現
第
一
生
命
保

険
株
式
会
社
）
で
秘
書
室
に
配
属
さ
れ
る
。
英
米
映
画
字
幕
の
先
駆

し
み
ず
し
ゆ
ん
じ

者
で
あ
る
清
水
俊
二
氏
に
手
紙
を
送
り
、
字
幕
翻
訳
の
門
戸
を
叩

く
。昭

和
三
十
四
年
、
会
社
員
を
辞
め
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
英
文
執
筆

や
英
文
翻
訳
の
仕
事
を
始
め
る
。

昭
和
四
十
五
年
、
映
画
「
ア
リ
ス
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」
の
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
で
あ
る
ヒ
ラ
ー
ド
・
エ
ル
キ
ン
ズ
の
通
訳
を
務
め
る
。
以
降
、

通
訳
と
し
て
の
仕
事
も
行
う
。

同
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
監
督
の
映
画
「
野
生
の
少

年
」
の
字
幕
翻
訳
を
行
う
。
こ
れ
が
初
め
て
の
映
画
の
字
幕
翻
訳
の

仕
事
に
な
る
。

昭
和
五
十
五
年
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ォ
ー
ド
・
コ
ッ
ポ
ラ
監
督
の

推
薦
に
よ
り
、
映
画
「
地
獄
の
黙
示
録
」
で
本
格
的
に
字
幕
翻
訳
家

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。

昭
和
五
十
七
年
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
監
督
の
映
画

「
Ｅ．

Ｔ．

」
の
字
幕
翻
訳
を
行
う
。

平
成
四
年
、
第
一
回
淀
川
長
治
賞
を
受
賞
す
る
。

平
成
七
年
、
映
画
翻
訳
家
協
会
会
長
に
就
任
す
る
。

平
成
八
年
、
ト
ム
・
ク
ル
ー
ズ
主
演
の
映
画
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン：

イ

ン
ポ
ッ
シ
ブ
ル
」
の
字
幕
翻
訳
を
行
う
。

平
成
九
年
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
監
督
の
映
画
「
タ
イ
タ
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ニ
ッ
ク
」
の
字
幕
翻
訳
を
行
う
。

平
成
十
五
年
、
文
化
庁
長
官
表
彰
を
受
け
る
。

平
成
二
十
三
年
、
神
田
外
語
大
学
の
客
員
教
授
に
就
任
す
る
。

平
成
二
十
七
年
、
第
三
十
六
回
松
尾
芸
能
賞
特
別
賞
を
受
賞
す
る
。

平
成
二
十
八
年
、
第
七
回
岩
谷
時
子
賞
特
別
賞
を
受
賞
す
る
。

同
年
、
第
三
十
四
回
川
喜
多
賞
を
受
賞
す
る
。

令
和
二
年
、
日
本
映
画
ペ
ン
ク
ラ
ブ
賞
特
別
功
労
賞
を
受
賞
す
る
。

令
和
三
年
、
第
四
十
五
回
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
会
長
功
労
賞
を
受

賞
す
る
。

じ
ゆ

令
和
七
年
、
旭
日
小
綬
章
を
受
章
す
る
。

氏
は
、
字
幕
翻
訳
家
に
な
る
と
い
う
夢
の
た
め
に
奔
走
し
、
四
十

三
歳
で
本
格
的
な
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
か
ら
、
数
々
の
作
品
の
字

幕
翻
訳
を
通
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
多
く
の
人
々
に
海
外
映
画
の
魅

力
を
伝
え
て
き
た
。

ま
た
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
な
ど
の
通
訳
も
務
め
、
日
本
と
海
外

の
架
け
橋
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

未
知
の
分
野
を
切
り
拓
き
、
今
な
お
精
力
的
に
活
動
を
続
け
る
そ

の
姿
は
、
人
々
に
希
望
や
活
力
を
与
え
、
広
く
都
民
が
敬
愛
し
、
誇

り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。東

京
都
杉
並
区

み

む
ら

あ
き

お

三

村

明

夫

昭
和
十
五
年
十
一
月
二
日
、
群
馬
県
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
三
十
四
年
、
東
京
大
学
に
入
学
す
る
。
在
学
中
は
小
宮
隆
太

郎
氏
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
所
属
し
、
卒
業
式
で
は
経
済
学
部
の
卒
業
生

総
代
を
務
め
る
。

て
つ

か
い

に
つ
ぽ
ん

昭
和
三
十
八
年
、
富
士
製
鐵
株
式
會
社
（
現
日
本
製
鉄
株
式
会

社
）
に
入
社
す
る
。

昭
和
四
十
七
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル

を
卒
業
す
る
。

に
つ
ぽ
ん

て
つ

か
い

昭
和
六
十
年
、
新
日
本
製
鐵
株
式
會
社
（
現
日
本
製
鉄
株
式
会

社
）
経
営
企
画
部
部
長
代
理
に
就
任
。
取
締
役
で
構
成
さ
れ
た
ス
チ

ー
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
の
事
務
局
ト
ッ
プ
を
務
め
、

円
高
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
全
社
最
適
の
合
理
化
計
画
を
と
り
ま
と

め
る
。

平
成
元
年
、
新
日
本
製
鐵
株
式
會
社
自
動
車
鋼
板
販
売
部
長
に
就

任
し
、
鋼
材
の
値
上
げ
価
格
交
渉
に
取
り
組
む
。

平
成
十
二
年
、
新
日
本
製
鐵
株
式
會
社
代
表
取
締
役
副
社
長
に
就

任
し
、
当
時
欧
州
最
大
の
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
ユ
ジ
ノ
ー
ル

（
現
ア
ル
セ
ロ
ー
ル
・
ミ
タ
ル
）
と
の
戦
略
提
携
を
進
め
る
。

平
成
十
五
年
、
新
日
本
製
鐵
株
式
會
社
代
表
取
締
役
社
長
に
就
任

し
、
国
内
外
の
製
鉄
会
社
と
の
関
係
を
深
め
る
「
ソ
フ
ト
ア
ラ
イ
ア

ン
ス
」
戦
略
を
進
め
る
。

平
成
二
十
年
、
新
日
本
製
鐵
株
式
會
社
代
表
取
締
役
会
長
に
就
任

し
、
住
友
金
属
工
業
株
式
会
社
と
の
合
併
を
進
め
る
。

平
成
二
十
三
年
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
基
本
問
題
委

員
会
委
員
長
を
務
め
る
。

平
成
二
十
四
年
、
日
豪
経
済
委
員
会
会
長
と
し
て
の
日
豪
貿
易
・

経
済
関
係
の
発
展
へ
の
貢
献
等
が
評
価
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
よ
り
オ
ナ
ラ
リ
ー
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
勲
章
を
受
章
す
る
。

同
年
、
豪
州
国
立
大
学
よ
り
名
誉
博
士
（
科
学
）
号
が
授
与
さ
れ

る
。平

成
二
十
五
年
、
東
京
商
工
会
議
所
及
び
日
本
商
工
会
議
所
の
会

頭
に
就
任
し
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
尽
力
す
る
。

平
成
三
十
一
年
、
日
本
製
鉄
株
式
会
社
社
友
名
誉
会
長
に
就
任
す

る
。令

和
五
年
、
一
般
社
団
法
人
日
本
原
子
力
産
業
協
会
会
長
に
就
任

す
る
。

令
和
六
年
、
鉄
鋼
業
界
と
日
本
経
済
の
発
展
へ
の
貢
献
が
評
価
さ

じ
ゆ

れ
、
旭
日
大
綬
章
を
受
章
す
る
。

氏
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
鉄
鋼
業
界
の
発
展
に
寄
与
し
、
日
本
の

産
業
基
盤
の
強
化
に
貢
献
し
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
商
工
会
議
所
・
東
京
商
工
会
議
所
の
会
頭
と
し
て
、

中
小
企
業
の
活
性
化
を
は
じ
め
と
す
る
、
地
域
創
生
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

関
連
な
ど
幅
広
い
政
策
提
言
・
推
進
に
尽
力
し
、
第
一
線
で
活
躍
し

て
き
た
。

現
在
も
人
口
減
少
問
題
に
精
力
的
に
取
り
組
む
な
ど
、
氏
の
功
績

は
多
大
で
あ
り
、
高
い
志
を
持
ち
、
日
本
社
会
に
貢
献
し
続
け
る
そ

の
姿
は
、
広
く
都
民
が
敬
愛
し
、
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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